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 平成31年３月31日 

大津市長  越    直  美 

大津市条例第32号 

大津市介護保険条例の一部を改正する条例 

大津市介護保険条例（平成18年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

第15条中「平成30年度から平成32年度まで」を「平成31年度及び平成32年度」に改め、同条第１号中

「34,290円」を「28,575円」に改め、同条第２号中「57,150円」を「47,625円」に改め、同条第３号中

「57,150円」を「55,245円」に改める。 

第18条を次のように改める。 

第18条 削除 

附 則 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 平成30年度以前の年度分の保険料の保険料率については、なお従前の例による。 
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